
 

 

保険医療機関及び保険医療養担当規則に定める掲⽰事項 
（令和７年６⽉１⽇現在） 

 
 

 
 
 
 

 

   ⽣活保護法指定医療機関 

   指定⾃⽴⽀援医療機関（精神通院医療） 

   労災指定医療機関 

   結核指定医療機関 

   被爆者⼀般疾病指定医療機関 

   精神保健福祉法第１９条の８に規定する指定病院 

   難病指定医療機関 

 
 
 
 
（１） 認知症治療病棟⼊院料１（２病棟︓本館４階） 

   当病棟は、１⽇に７⼈以上の看護職員（看護師・准看護師）が勤務しており、看護師は看 

護職員の最⼩必要数の２割以上を配置しております。また、⾝⽀度や⾷事等の⾝の回りの 

お世話をさせていただく看護補助者が１⽇に６⼈以上勤務しております。 

   なお、時間帯ごとの配置は次の通りです。 

時間帯 看護職員１⼈当たりの受け持ち患者数 

８時 15 分から 16 時 15 分 ５⼈以内 

16 時 15 分から８時 15 分 17 ⼈以内 

 
（２） 精神療養病棟⼊院料（１病棟・３病棟・南病棟） 

   ［１病棟︓本館３階］ 

    当病棟は１⽇に９⼈以上の看護職員と看護補助者が勤務しております。 

   ［３病棟︓本館５階］ 

    当病棟は１⽇に１１⼈以上の看護職員と看護補助者が勤務しております。 

１ 当院は、厚⽣労働⼤⾂が定める基準に基づいて診療を⾏っている保険医療機関です。 

２ 当院は以下の指定を受けております。 

３ ⼊院基本料に関する事項 



 

 

   ［南病棟︓南棟２階］ 

    当病棟は１⽇に９⼈以上の看護職員と看護補助者が勤務しております。 

   なお、時間帯ごとの配置は次の通りです。 

時間帯 
看護職員と看護補助者１⼈当たりの受け持ち患者数 

１病棟 ３病棟 南病棟 

８時 15 分から 16 時 15 分 ５⼈以内 ７⼈以内 ５⼈以内 

16 時 15 分から８時 15 分 17 ⼈以内 22 ⼈以内 17 ⼈以内 

 

当院は、患者さんのご負担による付き添い看護は⾏っておりません。 

 
 
 
 
 
 

当院では⼊院の際に医師を始めとする関係職種が共同して、患者さんに関する診療計画を 

策定し、7 ⽇以内に⽂書によりお渡ししております。また厚⽣労働⼤⾂が定める院内感染 

防⽌対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制、意思決定⽀援、⾝体的拘束最 

⼩化の基準を満たしております。 
 
 
 
 
 

当院は、⼊院時⾷事療養（Ⅰ）の届出をしており、管理栄養⼠によって管理された⾷事を適時 

（⼣⾷については午後６時以降）、適温で提供しています。また、特別⾷・⾷堂加算を算定して 

おります。 

 

 

 

 

厚⽣労働⼤⾂の定めにより、施設基準及び⼊院時⾷事療養の基準について、四国厚⽣⽀局愛媛 

事務所へ届出をしております。 

 

５ ⼊院時⾷事療養について 

６ 施設基準等に係る届出について 

４ ⼊院診療計画、院内感染防⽌対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理 
体制、意思決定⽀援、⾝体的拘束最⼩化について 



 

 

（１） ⼊院時⾷事療養（Ⅰ） 

 

（２） 施設基準 

   ［基本診療料］ 

     認知症治療病棟⼊院料１（２病棟） 

     精神療養病棟⼊院料 重症者加算１有（１病棟、３病棟、南病棟） 

   ［特掲診療料］ 

     医療保護⼊院等診療料 

     精神科作業療法 

     精神科デイ・ケア「⼩規模なもの」 

     CT撮影及びMRI 撮影 

     外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ） 

     ⼊院ベースアップ評価料 21 
 
 
 
 
 
 当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の 

発⾏の際に、個別の診療報酬の算定項⽬の分かる明細書を無料で発⾏しています。また、 

公費負担医療の受給者で医療費の⾃⼰負担のない⽅についても明細書を無料で発⾏してい 

ます。 

明細書には、使⽤した薬剤の名称や⾏われた検査の名称が記載されますので、その点をご 

理解いただき、ご家族の⽅が代理で会計を⾏う場合のその代理の⽅への発⾏も含めて、明 

細書の発⾏を希望されない⽅は、会計窓⼝にてその旨お申し出ください。 

 

 

 

 

（１） ⼊院患者さんのお⼩遣いは、事務所でお預かりをさせていただいております。な 

お、預かり⾦管理料として、１⽇ 50 円をいただいております。 

 

 （２） 病棟内の洗濯機使⽤料は、１回 100 円をいただいております。 

７ 「個別の診療報酬の算定項⽬の分かる明細書」の発⾏について 

８ 保険外負担に関する事項について 



 

 

 （３） 下記については、実費を⽀払っていただきます。 

    ⚫ 理髪代【業者委託】	

      ⻑髪カット 1,500 円・丸刈り 800 円 

    ⚫ クリーニング代【業者委託】	

      （仕上がりした重量）１kgあたり 400 円（税別） 

 

 

 

 

項⽬ 料⾦（税込） 

⾃⽴⽀援医療費⽤診断書 2,000 円 

病院⼀般診断書 3,300円 

死亡診断書 5,500円 

死亡診断書 ２枚⽬より 3,300円 

年⾦診断書 8,240円 

受診状況証明書 2,200円 

障害者⼿帳交付診断書 5,500円 

⽣命保険給付⽤診断書 3,300円 

成年後⾒⼈⽤診断書 3,300円 

施設⼊所に係る健康診断書（検査なし） 3,300円 

施設⼊所に係る健康診断書（検査あり） 5,500円 

猟銃等所持許可に係る診断書 5,500円 

 

９ 診断書料について 


